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タイ選管､憲法裁に民主派野党･前進党に対する解党命令を請求 

 ～解党命令が下ればバーツ相場の混乱要因に､利下げ圧力に晒される中銀は難しい対応を求められる～ 

第一生命経済研究所 経済調査部 

主席エコノミスト 西濵 徹（℡：050-5474-7495） 

（要旨） 

• タイ選管は 12日､民主派の最大野党である前進党への解党命令を憲法裁に請求することを明らかにした｡

同党は昨年の総選挙で第 1 党に躍進するも､その急進的な公約を巡って保守派から様々な圧力を受けて

いる｡今年 1 月に憲法裁は同党に違憲判決を下したことを受け､選管は同党が国家転覆を図ったとの十分

な証拠があるとして全会一致での解党命令請求に踏み切った｡他方､タクシン派のセター政権の樹立を受

け､タクシン元首相は帰国から半年ほどで社会復帰を果たすなど｢特別扱い｣が如実である｡仮に解党命令

が下れば､前進党支持者を中心に保守派やタクシン派への反発が強まる可能性も考えられる｡バーツ相場

の新たな波乱要因となる懸念もあり､政府からの利下げ圧力に直面する中銀は難しい対応を迫られよう｡ 

 

タイ選挙管理委員会（選管）は 12日、民主派の最大野党である前進党に対する解党命令を憲法裁判所

（憲法裁）に請求することを明らかにした。同党を巡っては、昨年実施された議会下院（人民代表院）

総選挙において、反軍政のほか、不敬罪の緩和や徴兵制廃止といった急進的な公約を掲げて第１党とな

るなど大躍進を果たした（注１）。しかし、親軍派や王党派など保守派を中心に同党が掲げる急進的な公

約への忌避感が根強く、その後は同党や当時のピター党首を中心とする政権樹立に対する『妨害工作』

が活発化した。具体的には、選管がピター氏について総選挙への立候補資格自体が無効であり、当選も

無効である旨の判断を憲法裁に仰いだほか、保守派弁護士は同党が掲げる公約（不敬罪の緩和）が王政

批判による事実上の国家転覆を企図したものに当たるとして憲法裁にピター氏と同党が憲法違反に当

たるか否かの判断を求める動きがみられた。結果、同党を中心とする政権樹立はとん挫するとともに、

いわゆる『タクシン派』のタイ貢献党を中心に親軍派や王党派が合従連衡することによりセター政権が

発足する事態となった（注２）。なお、ピター氏の立候補資格を巡っては、憲法裁が今年１月に選管の訴

えを棄却するとともに、一時停止措置が下された議員資格の回復を認める判断を行った（注３）。一方、

直後に憲法裁は同党が掲げた選挙公約に対して「憲法違反」に当たると判断した上で、総選挙の際に党

首であったピター氏にも同様に違憲と判断した上で意見表明や宣伝活動の中止を命じた（注４）。この

 

注１ 2023年５月 15日付レポート「タイ総選挙は前進党が第１党に､民主派が大勝利も次期政権の行方は混とん」 

  （https://www.dlri.co.jp/report/macro/250684.html） 

注２ 2023年９月６日付レポート「タイ･セター政権が正式発足､経済政策重視で安定に導けるか」 

  （https://www.dlri.co.jp/report/macro/276886.html） 

注３ １月 25日付レポート「タイ､前進党のピター氏が議員復帰へ､政局の行方はどうなるか」 

  （https://www.dlri.co.jp/report/macro/315993.html） 

注４ ２月１日付レポート「タイ憲法裁､民主派の前進党に対して｢違憲｣の判断」 

  （https://www.dlri.co.jp/report/macro/316160.html） 
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本資料は情報提供を目的として作成されたものであり、投資勧誘を目的としたものではありません。作成時点で、第一生命経済研究所経済調査

部が信ずるに足ると判断した情報に基づき作成していますが、その正確性、完全性に対する責任は負いません。見通しは予告なく変更されること

があります。また、記載された内容は、第一生命保険ないしはその関連会社の投資方針と常に整合的であるとは限りません。 
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憲法裁による判断を受けて、保守派の政治活動家などを中心に選管に対して同党に対する解散（解党）

請求を申し立てが行われ、その是非に関する検討がなされてきた。なお、選管を巡っては国軍が影響力

を有するとともに、上述した前進党への対応にみられるように民主派の排除に事実上加担する動きをみ

せてきた傾向がある。今回の憲法裁への請求決定に関連して、選管は「国王を元首とする民主主義体制

の転覆を図ったと判断できる十分な根拠がある」とする声明を発表した上で、同党に対する解散命令請

求を全会一致で下された旨を明らかにしている。今後、憲法裁は選管による請求を受理した上で同党に

対する解党の是非を判断するものの、現在の憲法裁は軍事政権下において選出された裁判官で占められ

るなど親軍派や王党派をはじめとする保守派の影響力が強い上、上述のように同党が掲げた選挙公約に

対して違憲と判断していることを勘案すれば、解散命令が下される可能性は高いと見込まれる。他方、

セター政権の樹立に当たっては、政権樹立を前にタイ貢献党の実質的なオーナーであるタクシン元首相

が海外逃亡生活から帰国し、裁判所での審問を経て汚職や権力濫用などの罪で禁固刑を受けて収監され

るも体調不良を理由に病院での療養に移行し、その後に国王からの恩赦で減刑されるなど『特別待遇』

を受けている。さらに、タクシン氏は先月に仮釈放されるなど帰国から半年ほどで社会復帰が進んでお

り、上述のように事実上の『弾圧』状態に晒される前進党とは対照的な状況が浮き彫りとなっている。

仮に前進党に対する解党命令が下されれば、同党の指導者などは政治活動を 10 年に亘って禁じられる

可能性がある一方、昨年の総選挙で同党は第１党になるなど都市部の若年層を中心に支持を集めたこと

を勘案すれば、同党支持層を中心に親軍派

や王党派のみならず、タクシン派に対して

も反発が強まることが考えられる。タイの

政局を巡っては混乱が日常茶飯事ながら、

反政府デモなど具体的な活動に発展すれ

ば、足下で米ドル高の一服を受けて底入れ

の動きをみせるバーツ相場の新たな波乱

要因となる可能性は高い。同国経済はＡＳ

ＥＡＮ（東南アジア諸国連合）内でもコロ

ナ禍からの景気回復が遅れるなか、セター

政権は足下のインフレがマイナスで推移

していることも追い風に中銀に利下げ実施を求めて『圧力』を掛ける一方、中銀は政府が掲げるバラ撒

き政策の副作用を警戒して慎重姿勢を崩さないなど対立が深まる動きがみられるなか、中銀はバーツ相

場を睨みつつ難しい対応を迫られることになろう。 

以 上 

図 バーツ相場(対ドル)の推移 

 

（出所）LSEGより第一生命経済研究所作成 


